
改定前 
（旧） 

改定後 
（新） 

2022 年 3 月 29 日制定 
2022 年 10 月 25 日改定 

 

2022 年 3 月 29 日制定 
2022 年 10 月 25 日改定 
2022 年 11 月 17 日改定 

信州めぐりフリーパス 2022（首都圏出発プラン）利用約款 
 
第 1 条〜第 3 条 省略 
 
（申込方法等） 
第 4 条 
本商品の申込期間は、2022 年 3 月 29 日（火）から 2022 年 11 月 30
日（水）までとします。 
一 実施期間は、2022 年 4 月 1 日（金）から 2022 年 4 月 26 日（火）
まで、2022 年 5 月 10 日（火）から 2022 年 8 月 8 日（月）まで、2022
年 8 月 18 日（木）から 2022 年 11 月 30 日（水）までとします。 
二 利用期間は、第一号の実施期間のうち、事前に申込みした利用開
始日を含め連続する最大 2 日間または 3 日間（利用開始日の 0 時か
ら利用最終日の 24 時まで。ただし、利用開始日当日に申し込みをさ
れた場合、申し込み手続きが完了した時点から利用最終日の 24 時ま
で）とします。 
 
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の

信州めぐりフリーパス 2022（首都圏出発プラン）利用約款 
 
第 1 条〜第 3 条 省略 
 
（申込方法等） 
第 4 条 
本商品の申込期間は、2022 年 3 月 29 日（火）から 2023 年 3 月 31
日（金）までとします。 
一 実施期間は、2022 年 4 月 1 日（金）から 2022 年 4 月 26 日（火）
まで、2022 年 5 月 10 日（火）から 2022 年 8 月 8 日（月）まで、2022
年 8 月 18 日（木）から 2022 年 12 月 27 日（火）まで、2023 年 1 月
5 日（木）から 2023 年 3 月 31 日（金）までとします。 
二 利用期間は、第一号の実施期間のうち、事前に申込みした利用開
始日を含め連続する最大 2 日間または 3 日間（利用開始日の 0 時か
ら利用最終日の 24 時まで。ただし、利用開始日当日に申し込みをさ
れた場合、申し込み手続きが完了した時点から利用最終日の 24 時ま
で）とします。 
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の



通行日時をもって行います。 
 
第 5 条〜第 15 条 略 
 
附則 

本約款は、2022 年 10 月 25 日（火）14 時から施行します。なお、
この約款の施行の際現に改定前の約款による本商品の申込みが完了
している申込者についても、この約款の規定を適用します。 

 
別表 1〜別表 2 略 

通行日時をもって行います。 
 
第 5 条〜第 15 条 略 
 
附則 

本約款は、2022 年 11 月 17 日（木）14 時から施行します。 
 
 
 

別表 1〜別表 2 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改定前 
（旧） 

改定後 
（新） 

2022 年 3 月 29 日制定 
2022 年 10 月 25 日改定 

 

2022 年 3 月 29 日制定 
2022 年 10 月 25 日改定 
2022 年 11 月 17 日改定 

信州めぐりフリーパス 2022（名古屋出発プラン）利用約款 
 
第 1 条〜第 3 条 省略 
 
（申込方法等） 
第 4 条 
本商品の申込期間は、2022 年 3 月 29 日（火）から 2022 年 11 月 30
日（水）までとします。 
一 実施期間は、2022 年 4 月 1 日（金）から 2022 年 4 月 26 日（火）
まで、2022 年 5 月 10 日（火）から 2022 年 8 月 8 日（月）まで、2022
年 8 月 18 日（木）から 2022 年 11 月 30 日（水）までとします。 
二 利用期間は、第一号の実施期間のうち、事前に申込みした利用開
始日を含め連続する最大 2 日間または 3 日間（利用開始日の 0 時か
ら利用最終日の 24 時まで。ただし、利用開始日当日に申し込みをさ
れた場合、申し込み手続きが完了した時点から利用最終日の 24 時ま
で）とします。 
 
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の

信州めぐりフリーパス 2022（名古屋出発プラン）利用約款 
 
第 1 条〜第 3 条 省略 
 
（申込方法等） 
第 4 条 
本商品の申込期間は、2022 年 3 月 29 日（火）から 2023 年 3 月 31
日（金）までとします。 
一 実施期間は、2022 年 4 月 1 日（金）から 2022 年 4 月 26 日（火）
まで、2022 年 5 月 10 日（火）から 2022 年 8 月 8 日（月）まで、2022
年 8 月 18 日（木）から 2022 年 12 月 27 日（火）まで、2023 年 1 月
5 日（木）から 2023 年 3 月 31 日（金）とします。 
二 利用期間は、第一号の実施期間のうち、事前に申込みした利用開
始日を含め連続する最大 2 日間または 3 日間（利用開始日の 0 時か
ら利用最終日の 24 時まで。ただし、利用開始日当日に申し込みをさ
れた場合、申し込み手続きが完了した時点から利用最終日の 24 時ま
で）とします。 
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の



通行日時をもって行います。 
 
第 5 条〜第 15 条 略 
 
附則 

本約款は、2022 年 10 月 25 日（火）14 時から施行します。なお、
この約款の施行の際現に改定前の約款による本商品の申込みが完了
している申込者についても、この約款の規定を適用します。 

 
別表 1〜別表 2 略 

通行日時をもって行います。 
 
第 5 条〜第 15 条 略 
 
附則 

本約款は、2022 年 11 月 17 日（木）14 時から施行します。 
 
 
 

別表 1〜別表 2 略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



改定前 
（旧） 

改定後 
（新） 

2022 年 3 月 29 日制定 
2022 年 10 月 25 日改定 

 

2022 年 3 月 29 日制定 
2022 年 10 月 25 日改定 
2022 年 11 月 17 日改定 

信州めぐりフリーパス 2022（周遊プラン）利用約款 
 
第 1 条〜第 3 条 省略 
 
（申込方法等） 
第 4 条 
本商品の申込期間は、2022 年 3 月 29 日（火）から 2022 年 11 月 30
日（水）までとします。 
一 実施期間は、2022 年 4 月 1 日（金）から 2022 年 4 月 26 日（火）
まで、2022 年 5 月 10 日（火）から 2022 年 8 月 8 日（月）まで、2022
年 8 月 18 日（木）から 2022 年 11 月 30 日（水）までとします。 
二 利用期間は、第一号の実施期間のうち、事前に申込みした利用開
始日を含め連続する最大 2 日間または 3 日間（利用開始日の 0 時か
ら利用最終日の 24 時まで。ただし、利用開始日当日に申し込みをさ
れた場合、申し込み手続きが完了した時点から利用最終日の 24 時ま
で）とします。 
 
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の

信州めぐりフリーパス 2022（周遊プラン）利用約款 
 
第 1 条〜第 3 条 省略 
 
（申込方法等） 
第 4 条 
本商品の申込期間は、2022 年 3 月 29 日（火）から 2023 年 3 月 31
日（金）までとします。 
一 実施期間は、2022 年 4 月 1 日（金）から 2022 年 4 月 26 日（火）
まで、2022 年 5 月 10 日（火）から 2022 年 8 月 8 日（月）まで、2022
年 8 月 18 日（木）から 2022 年 12 月 27 日（火）まで、2023 年 1 月
5 日（木）から 2023 年 3 月 31 日（金）までとします。 
二 利用期間は、第一号の実施期間のうち、事前に申込みした利用開
始日を含め連続する最大 2 日間または 3 日間（利用開始日の 0 時か
ら利用最終日の 24 時まで。ただし、利用開始日当日に申し込みをさ
れた場合、申し込み手続きが完了した時点から利用最終日の 24 時ま
で）とします。 
2 各通行にかかる通行日の判定は、入口料金所または出口料金所の



通行日時をもって行います。 
 
第 5 条〜第 15 条 略 
 
附則 

本約款は、2022 年 10 月 25 日（火）14 時から施行します。なお、
この約款の施行の際現に改定前の約款による本商品の申込みが完了
している申込者についても、この約款の規定を適用します。 

 
別表 略 

通行日時をもって行います。 
 
第 5 条〜第 15 条 略 
 
附則 

本約款は、2022 年 11 月 17 日（木）14 時から施行します。 
 
 
 

別表 略 
 
 


